
 

付属別紙 

R08.06 

 

デイサービスあんず 総合事業 料金表 

（令和 8年 6月改正） 

一月当りの基本料金 

利用区分 
一月当りの    

利用料金 

総合事業適用時の一月当りの自己負担額 

1割負担 2割負担 3割負担 

事業対象者・要支援 1 17,980円 1,798円 3,596円 5,394円 

事業対象者・要支援 2 

（週 1回程度） 
17,980円 1,798円 3,596円 5,394円 

事業対象者・要支援 2 

（週 2回程度） 
36,210円 3,621円 7,242円 10,863円 

 

 

加   算 

加算項目 
一月当りの 

加算額 

総合事業適用時 

一月当りの自己負担額 加算要件 
1 割負担 2 割負担 3 割負担 

サービス提供  

体制強化加算

(Ⅰ) 

事業対象者 

要支援 1 
880円 88円  176円  264円 

介護福祉士を 70％以上又は勤続 10 年以上

の介護福祉士を 25％以上配置している。 

事業対象者 

要支援 2 

（週 1回程度） 
880円 88円 176円 264円 

事業対象者 

要支援 2 

（週 2回程度） 
1,760円 176円  352円  528円 

選択的サービス 

利用加算 

栄養改善 

加算 
2,000円 200円  400円  600円 管理栄養士を 1 名以上配置している等。 

口腔機能 

向上加算 
1,500円 150円  300円  450円 

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を 1

名以上配置している等。 

一体型サービス加算 4,800円 480円  960円 1,440円 
栄養改善サービス及び口腔機能サービスのい

ずれをひと月に 2 回以上行っている 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 2,000円 200円 400円 600円 外部との連携により、利用者の状況等を評価。 

科学的介護推進体制加算 400円 40円   80円  120円 
利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、

認知症の状況等、基本的な情報を厚生労働

省に提出する。 

介護従事者処遇改善加算  

（Ⅱ－ロ） 
基本料金と上記加算を併せた自己負担額の 11.8％ 介護従事者の賃金改善費として算定。 

                                                                            

 

総合事業  

その他費用(介護保険適用外利用料金 消費税込み) 
食材料費 650円/1食 

おむつ代 
パンツタイプ…150円/1枚 

シートタイプ…100円/1枚 

日常生活費 
レクレーション費用…実費 

クラブ活動費用…実費 

当日利用キャンセル料 650円/日 

  

 

 

 


